
 

町教育委員会では、学習する意欲がありながら、経済的な理由で修学が困難な学生・生徒

に対し、等しく教育を受ける機会を確保するため奨学金を給付しています。 

令和８年度につきましても以下のとおり募集しますので、希望される方は期日までに必要

書類を提出してください。 

 

１　出願資格 

⑴　本人または保護者が浜中町民であること。 

⑵　高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学に在学する者、またはこれらの

学校に進学を希望する者であること。 

２　出願の手続き 

町内中学校および霧多布高等学校に在学の場合は、学校に⑴～⑶の必要書類があります

ので、必要事項を記入のうえ、⑴、⑷の書類を学校へ提出し、⑸～⑺の書類の交付を受け

た後、すべての書類を町教育委員会に提出してください。 

町外の学校に在学の場合は、町教育委員会に⑴～⑶の必要書類がありますので、必要事

項を記入のうえ、在学する学校で⑸～⑺の書類の交付を受けた後、すべての書類を町教育

委員会に提出してください。 

○　本人（保護者等）が記入、用意するもの 

⑴　奨学生願書 

⑵　家庭状況調査書 

⑶　所得調査同意書（保護者の住所・氏名を記入し押印したもの） 

⑷　合格通知書の写し（４月からの進学者のみ） 

○　学校に作成してもらうもの 

⑸　学校長の推薦書 

⑹　学業成績証明書（新１年生の場合は中学３年生、または高校３年生時の証明） 

⑺　学校検診記録書 

３　奨学金の給付月額 

⑴　高等学校、高等専門学校（１～３年生）　　　　　　　　　　　５，５００円 

⑵　高等専門学校（４・５年生および専攻科）、専門学校、短期大学、大学 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，０００円 

※　給付された奨学金は原則返還する必要はありませんが、修正申告等に伴う所得の変

更が生じた時は、再審査により給付の停止または返還が求められる場合があります。 

４　給付期間 

奨学生の資格は、令和８年４月から１年間のみです。（なお、次年度以降も奨学生にな

ることを希望する場合は、その都度願書の提出が必要になります） 

５　選考方法 

奨学生は、奨学審査会において、前年所得等の選考基準に基づき審査され選考されます。

また、兄弟など同一世帯から複数の応募も可能です。選考結果につきましては、町教育委

員会から出願者全員に通知します。 

６　願書の受付期間 

令和８年３月２日から３月３１日までの間に、以下提出先まで提出してください。 

※　期間前および期限後の提出は受付できませんのでご注意ください。 

 

〒０８８－１５９２　厚岸郡浜中町湯沸４４５番地 

町教育委員会管理課総務係（役場２階） 

電話　（０１５３）６２－２３７１


